
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別紙１）

１．介護者の状況 （50点）

介護者なし（独居） 注１ 高齢者世帯とは、本人を含む世帯構成員全員が65歳以上の

介護者あり 世帯とする。

注2 介護困難事情とは、介護者が疾病、傷病、認知症、障害、複

高齢者世帯（介護困難事情あり） 数介護、育児、就労、家族が病気、介護放棄等の事情とする。

高齢者世帯 注3 本人が施設等利用中の場合は、現時点において、退所（退院）

して、在宅に戻ったとした場合に予想される状況により加算

一般世帯等（介護困難事情あり） する。

一般世帯等

２．本人の状況 （35点）

注１　 認知症とは、「認知症高齢者の

日常生活自立度の判定基準」に

おけるⅡbランク以上に該当す

る場合とする。

注2 在宅サービス困難者（在宅サー

ビスを受けることが困難なため、

介護保険外サービスを利用して

いる場合を含む。）には、在宅

サービス利用率の点数に５点を

加算する。(20点を上限とする。)

注3 「３．本人の施設利用状況」を

加算する場合は、「４割未満

（施設利用・入院）」を適用す

る。

３．本人の施設利用状況 （15点）

在宅生活が困難なため介護保険施設または病 注１ 重複して該当する場合は、最も高得点となる項目のみ加算す

院を連続して利用している る。

１年以上利用中 注2 介護保険施設または病院の連続利用には、それぞれを組み合

６カ月以上１年未満 わせて利用する場合を含む。

３カ月以上６カ月未満

介護保険施設以外の施設等を利用中 注3 介護保険施設以外の施設とは、軽費老人ホーム（ケアハウス）、

であるが重度化等により施設生活が 養護老人ホーム、グループホーム、有料老人ホーム、サービ

困難になっている ス付き高齢者向け住宅、障害者支援施設等とする。

３カ月以上入院のため特別養護老人

ホームを契約解除になったが在宅に 注4 ３カ月以上の入院により特養を契約解除になった場合の加算

復帰することが困難である は、当該特養のみ適用すること。

４．個別事情 （15点）

①地域性 注１ 地域性は、入所者が住み慣れた地域での生活を続けることや、

②その他個別事情 入所後の家族関係の維持を図る場合の加算。

注2 地域性の配点は、５点を上限とする。

注3
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独り暮らしではあるが、介護者がいる 45
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5 15 35 31

３（認知症） 15 35 31

25 20

4 15 35 31 28 25 20
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28 25 20

２（認知症） 10 30 26 23 20 15
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3 10 30 26 23 20 15

１（認知症） 10 30 26 23 20

10

1 5 25 21 18 15 10

2 5 25 21 18 15

10

その他個別事情は、特別に配慮しなければならないそれぞれの事情

に対し、最大１０点を加算する。
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（別紙１－２）

４．個別事情の配点内訳 （15点）

①地域性

米原市　　 ５点

長浜市 ３点

彦根市他 ０点

②その他の個別事情

・介護者が疾病やその他の事情により、介護の継続が困難になった場合への配慮

・家庭内での虐待、災害、事件、事故等により介護体制が低下した場合

・空きベットが生じた居室、あるいはユニットで重度の認知症の方への配慮

・ご入居希望の方が、ご夫婦で同ユニットを希望される場合への配慮

・ご入居の方の要医療状態と、施設がもつ医療機能とのマッチングへの配慮

・特例入所希望の方の入所要件への配慮

・その他勘案すべき事項への配慮

① 地域性の配点は、５点を上限とする。

② その他個別事情は、特別に配慮しなければならないそれぞれの個別事情に対し、最大１０点を加算する。

④単身世帯である。もしくは同居家族が高齢または病弱である等により、家族等による支援が期待できず、か
つ、地域での介護サービスや生活支援サービスが十分に提供されないことにより、在宅生活が困難な状態であ
る。

優 先 基 準

①認知症であるものであって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、
在宅生活が困難な状態である。

②知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見ら
れ、在宅生活が困難な状態である。

③家族等による虐待がある。もしくは虐待の可能性があり、在宅サービス等を利用しても生活環境の改善の見
込みが立たず、在宅生活が困難な状態である。
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